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>基準値 3検体以上 3検体以上 1検体以上 3検体以上 1検体以上※2

基準値1/2
～基準値 ー 3検体以上 1検体以上※2

牛肉 ー 農家毎に3か月に1回※3

乳 ー クーラーステーション単位で
1回以上/2週間

内水面魚
海産魚 週1回程度※1 ー

※1：岩手県が行う海産魚の検査については、過去の検査結果を考慮して実施。
※2：県内を市町村を越えて複数の区域に分割し、区域単位で3検体以上実施することもできる。
※3：自治体が適切な飼料管理が行われていることを確認した農家は、12ヶ月に１回程度とすることができる。
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食品中の放射性物質に関する検査計画（3/3）
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食品中の
放射性物質対策 食品中の放射性物質に関する検査の手順

①ゲルマニウム半導体検出器を用いた核種分析法

② NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ等を用いた
放射性セシウムスクリーニング法
← 短時間で多数の検査を実施するため導入

牛肉

＜測定の流れ＞
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精密な検査(①)と、効率的なスクリーニング検査(②)を組み合わせて実施
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